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第三者割当による取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債 

（劣後特約付）の発行に関するお知らせ 

 

 当社は、平成 21 年４月 14 日開催の取締役会において、取得条項付無担保転換社債型新

株予約権付社債（劣後特約付）（以下「本新株予約権付社債」）総額 200 億円の発行を行う

ことを決議致しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 

 今回発行する本新株予約権付社債は、第三者割当方式にて発行し、当社の主要取引金融

機関等を割当先に予定しております。 

 

1．本新株予約権付社債の発行の目的・背景 

 

当社グループは、昨年来の急激かつ世界的な景気減速などの環境変化に迅速かつ的確に

対応していくため、現行中期経営計画を前倒しで見直し、新たな中期経営計画（2009～2011

年度）を策定しております。 

 

新たな中期経営計画では、経営課題として、海外事業の再構築、入手時リスク管理の徹

底、事業における選択と集中、生産システムの改善、及び財務体質の強化を挙げ、課題を

解決するための個別戦略、具体策の検討を進めております。 

 

今回の本新株予約権付社債の発行は、新たな中期経営計画における課題である財務体質

の強化に向けた資金調達であり、以下に記載のとおり、混乱が続く金融環境において長期

の安定資金を相対的に有利な条件で調達するとともに、本新株予約権付社債が格付会社か

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表

するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における証券の募

集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に基づく登録を行

うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。 

- 1 - 



ら一定の資本性の認定を受ける見通しであることから、実質的な資本増強による財務構成

の改善に資するものと判断しています。 

 

① 本新株予約権付社債は、以下の特徴※1を有するハイブリッド債（負債と資本の中

間に位置付けられる資金調達手段）であり、負債性調達手段の特性を有すると同

時に、格付機関から高い資本性が認められる見通しであるなど※2、資本性調達手

段としての特性も兼ね備えております。 

したがって、成長資金の確保において一般的に用いられている時価発行増資等の

資本性調達手段に比して、株式の希薄化の抑制と、実質的な資本増強による財務

健全性の維持・向上の双方を追求することが可能であるものと判断しております。 

 

※1 資本性評価における本新株予約権付社債の特徴 

(i) 発行から約５年３ヶ月経過後の平成 26 年７月 23 日において、平成 81

年満期の劣後社債を交付対価として、残存する本新株予約権付社債の

全てを当社が強制的に取得する設計となっていることから、償還期限

のない株式と実質的に同様の永続性が確保されていると考えられるこ

と 

(ii) 弁済順位が当社の現在及び将来の全ての一般債務に劣後し、最優先株

式と同等の順位となる設計となっていること 

「最優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配

当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先する

もの（複数の種類の株式がこれに該当する場合は、剰余金の配当を受

ける権利に関して最上位のもの）をいう。 

(iii) 一定の事由が生じた場合には利息の支払が制限されること 

 

※2 格付機関の評価 

本新株予約権付社債については、発行時において、株式会社格付投資情報

センターから、70％の資本性が認められる見通しです。 

 

② 新株予約権を付すことにより、劣後社債等の負債性調達手段に比して、相対的に

有利な金利条件で資金調達を行うことが可能となっております。 

但し、株主の皆様への配慮を念頭に、時価を大幅に上回るプレミアムを付した転

換価額を設定するとともに、現金決済条項※3を付すことにより、株価上昇時にお

いても株式の希薄化を極力抑制することが可能なものとしております。 
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※3 現金決済条項の概要 

本新株予約権付社債には、社債額面相当額については現金、転換価値との差

額部分（いわゆるイン･ザ･マネー相当額）については株式を、本新株予約権

付社債権者に対して交付することにより、当社が本新株予約権付社債を取得

することができる旨の条項（現金決済条項）が付されております。具体的に

は、会社法に基づき、当社が自己の裁量に基づき、発行から５年経過以降の

一定期間において、事前の通知を行ったうえで、各本新株予約権付社債につ

き、(a)額面金額、及び(b)転換価値（以下に定義する。）から額面金額を差

し引いた額（正の数値である場合に限る。）を１株当り平均 VWAP（以下に定

義する。）で除して得られる数の当社普通株式を交付財産として、残存する

本新株予約権付社債の全部又は一部を取得する権利が付与されております

（但し、取得する本新株予約権付社債は、本新株予約権付社債権者の議決権

保有比率が銀行法上の５％を超えることとならない限度で当社が合理的に

定める最大の数とします）。 

転換価値： （額面金額÷転換価額）×１株当り平均 VWAP 

１株当り平均 VWAP： 当社が取得通知をした日の翌日から10連続取引日に含

まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発

表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値 

 

③ 本邦においては必ずしも事業法人による劣後債市場が成熟しているとはいえな

い状況下、本新株予約権付社債の特性に鑑み、今般の調達予定額を確実に調達す

るとの観点から、当社グループと長期に亘る取引関係があり、当社グループの経

営状況等についてご理解いただいている金融機関等を割当先とする第三者割当

方式を採用することと致しました。 

 

2．調達する資金の額及び使途 

（1）調達する資金の額（差引手取概算額） 

200 億円（なお、本新株予約権付社債の発行諸費用の概算額４億円を差し引いた

差引手取概算額は、196 億円となります）。 

 

（2）調達する資金の具体的な使途 

本新株予約権付社債の発行による資金は、事業基盤拡充に向けた財務体質の一層

の強化を進めるために有利子負債の削減に充当する予定です。 
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（3）調達する資金の支出予定時期 

上記使途に関する支出時期は、平成 22 年３月期に全額充当する予定です。 

 

（4）調達する資金使途の合理性に関する考え方 

本新株予約権付社債の発行は、実質的な財務健全性の維持・向上、及び株式の希

薄化抑制の双方を実現しつつ、株主価値の増大に向けて、必要な資金を調達するた

めに実施するものです。将来に亘る当社の継続的な事業、及び財務の安定・強化を

企図するものであり、資金調達は合理的なものであると判断しております。 

 

3．最近３年間の業績及びエクイティ・ファイナンスの状況 

（1）最近３年間の業績（連結） 

決 算 期 平成 18年３月期 平成 19年３月期 平成 20年３月期

売 上 高 （百万円） 1,743,993 1,873,324 1,711,713

営 業 利 益 （百万円） 55,173 57,672 48,856

経 常 利 益 （百万円） 55,355 55,626 39,903

当 期 純 利 益 （百万円） 28,362 26,222 24,446

１株当たり当期純利益（円） 26.57 24.64 22.97

１株当たり配当金（円） 6.00 6.00 6.00

１株当たり純資産（円） 324.19 365.72 318.12

 

（2）現時点における発行済株式数及び潜在株式数の状況 

種    類 株  式  数 発行済株式数に対する比率 

発 行 済 株 式 数 1,064,802,821 株 100％

現時点の転換価額（行使価

額）における潜在株式数 
－ －

  

 

（3）最近の株価の状況 

 ① 最近３年間の状況 

 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 

始  値 560 円 439 円 255 円

高  値 580 円 463 円 308 円

安  値 332 円 225 円 163 円

終  値 437 円 254 円 188 円
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② 最近６か月間の状況 

 平成 20 年

11 月 

 

12 月 

平成 21 年

１月 

 

２月 

 

３月 

 

４月 

始  値 227 円 185 円 250 円 196 円 171 円 189 円

高  値 249 円 250 円 252 円 202 円 205 円 229 円

安  値 180 円 175 円 186 円 169 円 163 円 185 円

終  値 188 円 244 円 202 円 175 円 188 円 228 円

(注) ４月については、平成 21 年４月 13 日現在で表示しております。 

 

③ 発行決議日前日における株価 

 平成21年４月13日現在

始  値 215 円

高  値 229 円

安  値 213 円

終  値 228 円

 

（4）今回のエクイティ・ファイナンスの状況 

・第１回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付） 

発 行 期 日 平成 21 年４月 30 日 

調 達 資 金 の 額 200 億円 

募 集 時 に お け る

発 行 済 株 式 数
1,064,802,821 株 

募集時における潜在株式数 当初の転換価額（342 円）における潜在株式数：

58,479,532 株 

割 当 先 株式会社みずほコーポレート銀行、あいおい損害保

険株式会社、芙蓉総合リース株式会社、ヒューリッ

ク株式会社、株式会社損害保険ジャパン、株式会社

千葉興業銀行、東武鉄道株式会社、安田不動産株式

会社 

(注) 転換価額（行使価額）は、当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は

処分価額で当社普通株式を発行又は処分する場合等一定の場合に調整されま

すが、当社普通株式の時価を基準とした転換価額（行使価額）の修正はなさ

れず、したがって、その下限値及び上限値はありません。 

 

（5）最近３年間のエクイティ・ファイナンスの状況 

該当事項はありません。 
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4．募集前の大株主及び持株比率 

募集前（平成 20 年９月 30 日現在） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6.36％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 4.86％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４Ｇ) 3.92％

大成建設社員持株会 2.70％

みずほ信託退職給付信託 みずほコーポレート銀行口 2.18％

大成建設取引先持株会 2.07％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 1.66％

三菱地所株式会社 1.65％

みずほ信託退職給付信託 みずほ銀行口 1.51％

明治安田生命保険相互会社 1.48％

(注) 今回の募集に係る潜在株式数を反映した「募集後の大株主及び持株比率」につ

いては、本新株予約権付社債の権利行使により割当先が取得する当社普通株式

について、割当先の判断により第三者に売却することができることから、表示

しておりません。 

 

5．業績への影響の見通し 

本件が業績に与える影響はありません。 

財務構成については、実質的な資本増強により改善すると判断しております。 

 

6．発行条件等の合理性 

（1）発行条件が合理的であると判断した根拠 

発行価額（額面の 100％）は、本新株予約権付社債の価値に影響を与える様々な

要因を定量的・定性的に分析し、今回採用した各種条件を含め、本新株予約権付社

債に付された新株予約権に内在する理論的な経済的価値と、新株予約権を付した結

果、本新株予約権付社債全体の発行に際し、社債部分の利率、払込金額等のその他

の発行条件により当社が得ることのできる経済的価値とを勘案し、全体として、適

正な発行価額であると判断致しました。 

なお、転換価額については、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前取引日
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（平成 21 年４月 13 日）の東京証券取引所における当社普通株式の終値を参考とし

て、342 円（当該終値に対してアップ率 50％）と致しました。 

 

（2）発行数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 

本新株予約権付社債は、劣後社債による調達に比して相対的に有利な金利条件で

資金調達を行うことを主たる目的として、新株予約権を付しております。 

しかしながら、時価を大幅に上回るプレミアムを付加した転換価額を設定すると

ともに、取得条項を活用した現金決済条項を付与することにより、将来の株式の希

薄化を極力抑制した商品性としていることから、既存株主への影響を含め合理性を

有するものと考えております。但し､当社は、本新株予約権付社債の割当先との間

で、割当先の当社の議決権保有比率が銀行法上の５％を超過することとなる現金決

済条項による本新株予約権付社債の取得を実施しないことを合意する予定であり、

この限りにおいて、期待される現金決済条項による希薄化抑制の効果が限定される

可能性があります。 

 

7．割当先の選定理由 

（1）割当先の概要 

 ①株式会社みずほコーポレート銀行 

① 商 号 株式会社みずほコーポレート銀行 

② 割当新株予約権付社債 10,000 百万円 

③ 払 込 金 額 10,000 百万円 

④ 事 業 内 容 銀行業務 

⑤ 設 立 年 月 日 平成 14 年４月１日 

⑥ 本 店 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 

⑦ 代表者の役職・氏名 取締役頭取 佐藤 康博 

⑧ 資 本 金 1,070,965 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑨ 発 行 済 株 式 総 数 11,054,283 株（平成 20 年９月末現在） 

⑩ 純 資 産 （ 連 結 ） 3,182,414 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑪ 総 資 産 （ 連 結 ） 89,227,397 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑫ 決 算 期 ３月 31 日 

⑬ 従 業 員 数 （ 連 結 ） 10,988 名（平成 20 年９月末現在） 

⑭ 
大株主及び持株比率

(平成 20年９月末現在) 
株式会社みずほフィナンシャルグループ 100% 

資 本 関 係

割当先が保有している当社の株式の数：600 株 

当社が保有している割当先の株式の数：１株 

（平成 20 年 12 月末現在） 

取 引 関 係 銀行取引 

人 的 関 係 該当なし 

⑮ 
上 場 会 社 と 

割 当 先 の 関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当なし 

⑯ 最 近 ３ 年 間 の 業 績  

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表

するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における証券の募

集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に基づく登録を行

うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。 
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（ 連 結 ） 

決 算 期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

経 常 収 益 ( 百 万 円 ) 1,910,249 2,426,429 2,769,693

経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 492,288 418,389 △11,405

当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 426,751 336,569 △55,671

１株当たり当期純利益（円） 52,205.64 38,738.64 △17,194.77

１ 株 当 た り 配 当 金 

（ 普 通 株 式 、 円 ） 
8,775 19,032 18,571

１株当たり純資産（円） 249,743.63 307,548.14 189,592.09

 

 ②あいおい損害保険株式会社 

① 商 号 あいおい損害保険株式会社 

② 割当新株予約権付社債 2,000 百万円 

③ 払 込 金 額 2,000 百万円 

④ 事 業 内 容 損害保険及び生命保険業務 

⑤ 設 立 年 月 日 大正７年６月 30 日 

⑥ 本 店 所 在 地 東京都渋谷区恵比寿一丁目 28 番１号 

⑦ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 児玉 正之 

⑧ 資 本 金 100,005 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑨ 発 行 済 株 式 総 数 756,201,411 株（平成 20 年９月末現在） 

⑩ 純 資 産 （ 連 結 ） 358,617 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑪ 総 資 産 （ 連 結 ） 2,944,311 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑫ 決 算 期 ３月 31 日 

⑬ 従 業 員 数 （ 連 結 ） 9,877 名（平成 20 年９月末現在） 

⑭ 
大株主及び持株比率 

(平成 20年９月末現在) 

トヨタ自動車株式会社 33.40％ 

ステート ストリート バンクアンド トラスト カンパニー（常

任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行） 10.78％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.09％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3.24％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ） 

1.85％ 

ビービーエイチ 493025 ブラックロック グロバルアロケーショ

ン（常任代理人 株式会社三井住友銀行） 1.71％ 

ダンスケバンク クライアンツホールディングス（常任代理人

香港上海銀行） 1.42％ 

あいおい損害保険従業員持株会 1.40％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４）

1.19％ 

野村ホールディングス株式会社 1.01％ 

資 本 関 係

割当先が保有している当社の株式の数： 

8,078,375 株 

当社が保有している割当先の株式の数： 

1,666,000 株 

（平成 20 年 12 月末現在） 

取 引 関 係 保険取引 

⑮ 
上 場 会 社 と 

割 当 先 の 関 係 等 

人 的 関 係 該当なし 

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表

するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における証券の募

集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に基づく登録を行

うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。 
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  関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当なし 

⑯ 
最 近 ３ 年 間 の 業 績 

（ 連 結 ） 

 

決 算 期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

経 常 収 益 ( 百 万 円 ) 1,077,374 1,089,973 1,156,992

経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 24,995 27,201 △8,618

当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 20,791 16,187 △3,172

１株当たり当期純利益（円） 28.37 22.04 △4.31

１ 株 当 た り 配 当 金 

（ 普 通 株 式 、 円 ） 
10.00 10.00 10.00

１株当たり純資産（円） 849.84 845.07 574.83

 

③芙蓉総合リース株式会社 

① 商 号 芙蓉総合リース株式会社 

② 割当新株予約権付社債 2,000 百万円 

③ 払 込 金 額 2,000 百万円 

④ 事 業 内 容 賃貸事業、割賦販売、営業貸付及びその他の事業 

⑤ 設 立 年 月 日 1969 年５月１日 

⑥ 本 店 所 在 地 東京都千代田区三崎町三丁目３番 23 号 

⑦ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 町田 充 

⑧ 資 本 金 10,532 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑨ 発 行 済 株 式 総 数 30,287,810 株（平成 20 年９月末現在） 

⑩ 純 資 産 （ 連 結 ） 98,264 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑪ 総 資 産 （ 連 結 ） 1,585,638 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑫ 決 算 期 ３月 31 日 

⑬ 従 業 員 数 （ 連 結 ） 1,342 名（平成 20 年９月末現在） 

⑭ 
大株主及び持株比率

(平成 20年９月末現在) 

ヒューリック株式会社 10.26％ 

丸紅株式会社 9.47％ 

明治安田生命保険相互会社 7.47％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6.16％

株式会社損害保険ジャパン 3.80％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3.78％ 

株式会社山武 3.30％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ） 

3.09％ 

株式会社みずほコーポレート銀行 3.00％ 

芙蓉総合開発株式会社 1.98％ 

資 本 関 係

割当先が保有している当社の株式の数：－ 

当社が保有している割当先の株式の数： 

128,000 株 

（平成 20 年 12 月末現在） 

取 引 関 係 リース取引 

人 的 関 係 該当なし 

⑮ 
上 場 会 社 と 

割 当 先 の 関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当なし 

⑯ 最 近 ３ 年 間 の 業 績  

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表

するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における証券の募

集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に基づく登録を行

うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。 
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（ 連 結 ） 

決 算 期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

売 上 高 ( 百 万 円 ) 370,370 391,546 399,075

営 業 利 益 ( 百 万 円 ) 17,457 16,617 16,171

経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 18,262 17,973 17,934

当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 13,581 12,286 12,077

１株当たり当期純利益（円） 448.43 405.68 398.75

１ 株 当 た り 配 当 金 

（ 普 通 株 式 、 円 ） 
33.00 43.00 50.00

１株当たり純資産（円） 2,115.13 2,470.84 2,686.83

 

④ヒューリック株式会社 

① 商 号 ヒューリック株式会社 

② 割当新株予約権付社債 2,000 百万円 

③ 払 込 金 額 2,000 百万円 

④ 事 業 内 容 不動産、保険及びその他業務 

⑤ 設 立 年 月 日 昭和 32 年３月 26 日 

⑥ 本 店 所 在 地 東京都中央区日本橋二丁目５番 13 号 

⑦ 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 西浦 三郎 

⑧ 資 本 金 3,879,151 千円（平成 20 年 12 月末現在） 

⑨ 発 行 済 株 式 総 数 146,428,700 株（平成 20 年 12 月末現在） 

⑩ 純 資 産 （ 連 結 ） 46,477,166 千円（平成 20 年 12 月末現在） 

⑪ 総 資 産 （ 連 結 ） 372,965,370 千円（平成 20 年 12 月末現在） 

⑫ 決 算 期 12 月 31 日 

⑬ 従 業 員 数 （ 連 結 ） 311 名（平成 20 年 12 月末現在） 

⑭ 
大株主及び持株比率
(平成 20 年 12 月末現在) 

株式会社損害保険ジャパン 8.82％ 

東京建物株式会社 8.82％ 

明治安田生命保険相互会社 8.82％ 

沖電気工業株式会社 6.73％ 

日本抵当証券株式会社 6.41％ 

みずほキャピタル株式会社 5.79％ 

安田不動産株式会社 5.08％ 

昭栄株式会社 4.78％ 

安田倉庫株式会社 4.64％ 

東京海上日動火災保険株式会社 3.71％ 

資 本 関 係

割当先が保有している当社の株式の数： 

730,000 株 

当社が保有している割当先の株式の数： 

4,251,000 株 

（平成 20 年 12 月末現在） 

取 引 関 係 建設工事の請負施工 

人 的 関 係 該当なし 

⑮ 
上 場 会 社 と 

割 当 先 の 関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当なし 

⑯ 
最 近 ３ 年 間 の 業 績 

（ 連 結 ） 

 

決 算 期 平成 18 年 12 月期 平成 19 年 12 月期 平成 20 年 12 月期 

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表

するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における証券の募

集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に基づく登録を行
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営 業 収 益 ( 千 円 ) 26,787,998 29,727,322 31,221,616

営 業 利 益 ( 千 円 ) 13,024,366 14,336,279 15,519,492

経 常 利 益 ( 千 円 ) 11,005,454 10,630,404 10,934,556

当 期 純 利 益 ( 千 円 ) 5,230,521 4,639,576 5,917,878

１株当たり当期純利益（円） 3,861.92 3,419.07 43.16

１ 株 当 た り 配 当 金 

（ 普 通 株 式 、 円 ） 
200.00 300.00 6.00

１株当たり純資産（円） 35,594.33 36,590.42 306.12

 

⑤株式会社損害保険ジャパン 

① 商 号 株式会社損害保険ジャパン 

② 割当新株予約権付社債 1,000 百万円 

③ 払 込 金 額 1,000 百万円 

④ 事 業 内 容 損害保険業及び生命保険業務 

⑤ 設 立 年 月 日 明治 19 年２月 12 日 

⑥ 本 店 所 在 地 東京都新宿区西新宿一丁目 26 番１号 

⑦ 代表者の役職・氏名 取締役社長 佐藤 正敏 

⑧ 資 本 金 70,000 百万円 

⑨ 発 行 済 株 式 総 数 987,733,424 株（平成 20 年９月末現在） 

⑩ 純 資 産 （ 連 結 ） 916,425 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑪ 総 資 産 （ 連 結 ） 6,300,640 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑫ 決 算 期 ３月 31 日 

⑬ 従 業 員 数 （ 連 結 ） 19,371 名（平成 20 年９月末現在） 

⑭ 
大株主及び持株比率

(平成 20年９月末現在) 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 6.44% 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)  5.49％ 

ステート ストリート バンクアンド トラスト カンパニー（常

任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行 兜町証券決済業務

室） 4.89％ 

第一生命保険相互会社 4.14％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４Ｇ)  

3.42％ 

株式会社みずほコーポレート銀行 3.27％ 

明治安田生命保険相互会社 2.19％ 

損保ジャパン従業員持株会 1.83％ 

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口)

1.25％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口４) 1.11％

資 本 関 係

割当先が保有している当社の株式の数： 

3,457,000 株  

当社が保有している割当先の株式の数： 

2,888,000 株 

（平成 20 年 12 月末現在） 

取 引 関 係 保険取引 

人 的 関 係 該当なし 

⑮ 
上 場 会 社 と 

割 当 先 の 関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当なし 

⑯ 最 近 ３ 年 間 の 業 績  

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表

するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における証券の募

集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に基づく登録を行

うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。 
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（ 連 結 ） 

決 算 期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

経 常 収 益 ( 百 万 円 ) 1,931,473 1,901,599 1,894,121

経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 114,873 110,541 94,063

当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 67,377 61,944 59,636

１株当たり当期純利益（円） 68.46 62.93 60.57

１ 株 当 た り 配 当 金 

（ 普 通 株 式 、 円 ） 
13.00 16.00 20.00

１株当たり純資産（円） 1,383.40 1,476.81 1,086.86

 

⑥株式会社千葉興業銀行 

① 商 号 株式会社千葉興業銀行 

② 割当新株予約権付社債 1,000 百万円 

③ 払 込 金 額 1,000 百万円 

④ 事 業 内 容 銀行業務 

⑤ 設 立 年 月 日 昭和 27 年１月 18 日 

⑥ 本 店 所 在 地 千葉市美浜区幸町二丁目１番２号 

⑦ 代表者の役職・氏名 取締役頭取 池澤 秀夫 

⑧ 資 本 金 57,941百万円（平成20年９月末現在） 
⑨ 発 行 済 株 式 総 数 74,122,045 株（平成 20 年９月末現在） 

⑩ 純 資 産 （ 連 結 ） 119,432 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑪ 総 資 産 （ 連 結 ） 2,139,802 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑫ 決 算 期 ３月 31 日 

⑬ 従 業 員 数 （ 連 結 ） 1,419 名（平成 20 年９月末現在） 

⑭ 
大株主及び持株比率

(平成 20年９月末現在) 

株式会社みずほコーポレート銀行 9.44％ 

株式会社みずほ銀行 9.44％ 

株式会社損害保険ジャパン 4.55％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4.36％ 

明治安田生命保険相互会社 4.25％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ）

2.48％ 

坂本飼料株式会社 1.96％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1.90％

みずほ信託銀行株式会社 1.82％ 

東京海上日動火災保険株式会社 1.36％ 

資 本 関 係

割当先が保有している当社の株式の数： 

768,000 株 

当社が保有している割当先の株式の数： 

116,900 株 

（平成 20 年９月末現在） 

取 引 関 係 銀行取引 

人 的 関 係 該当なし 

⑮ 
上 場 会 社 と 

割 当 先 の 関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当なし 

⑯ 
最 近 ３ 年 間 の 業 績 

（ 連 結 ） 

 

決 算 期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 
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経 常 収 益 ( 百 万 円 ) 52,657 54,625 61,262

経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 7,268 8,969 11,011

当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 8,596 9,489 10,399

１株当たり当期純利益（円） 141.55 159.19 177.15

１ 株 当 た り 配 当 金 

（ 普 通 株 式 、 円 ） 
－ － －

１株当たり純資産（円） 531.47 764.82 682.23

 

⑦東武鉄道株式会社 

① 商 号 東武鉄道株式会社 

② 割当新株予約権付社債 1,000 百万円 

③ 払 込 金 額 1,000 百万円 

④ 事 業 内 容 鉄道事業、不動産事業、その他の事業 

⑤ 設 立 年 月 日 明治 30 年 11 月１日 

⑥ 本 店 所 在 地 東京都墨田区押上一丁目１番２号 

⑦ 代表者の役職・氏名 取締役社長 根津 嘉澄 

⑧ 資 本 金 66,166 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑨ 発 行 済 株 式 総 数 858,672,607 株（平成 20 年９月末現在） 

⑩ 純 資 産 （ 連 結 ） 188,546 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑪ 総 資 産 （ 連 結 ） 1,413,813 百万円（平成 20 年９月末現在） 

⑫ 決 算 期 ３月 31 日 

⑬ 従 業 員 数 （ 連 結 ） 20,058 名（平成 20 年９月末現在） 

⑭ 
大株主及び持株比率

(平成 20年９月末現在) 

富国生命保険相互会社 4.56％ 

日本生命保険相互会社 3.22％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４Ｇ） 

2.80％ 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2.55％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2.47％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1.98％

株式会社みずほコーポレート銀行 1.54％ 

株式会社埼玉りそな銀行 1.48％ 

第一生命保険相互会社 1.22％ 

株式会社みずほ銀行 1.16％ 

資 本 関 係

割当先が保有している当社の株式の数： 

7,910,000 株 

当社が保有している割当先の株式の数： 

5,090,000 株 

（平成 20 年 12 月末現在） 

取 引 関 係 建設工事の請負施工 

人 的 関 係 該当なし 

⑮ 
上 場 会 社 と 

割 当 先 の 関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当なし 

⑯ 
最 近 ３ 年 間 の 業 績 

（ 連 結 ） 

 

決 算 期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 

営 業 収 益 ( 百 万 円 ) 646,361 651,592 621,694

経 常 利 益 ( 百 万 円 ) 41,294 41,453 35,567

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表
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当 期 純 利 益 ( 百 万 円 ) 26,873 41,842 17,882

１株当たり当期純利益（円） 31.33 48.84 20.88

１ 株 当 た り 配 当 金 

（ 普 通 株 式 、 円 ） 
5.00 5.00 5.00

１株当たり純資産（円） 184.59 214.71 208.56

 

⑧安田不動産株式会社 

① 商 号 安田不動産株式会社 

② 割当新株予約権付社債 1,000 百万円 

③ 払 込 金 額 1,000 百万円 

④ 事 業 内 容 不動産業務 

⑤ 設 立 年 月 日 昭和 25 年９月１日 

⑥ 本 店 所 在 地 東京都千代田区神田錦町二丁目 11 番地 

⑦ 代表者の役職・氏名 取締役社長 柳原 香積 

⑧ 資 本 金 270 百万円（平成 21 年４月１日現在） 

⑨ 従 業 員 数 （ 連 結 ） 131 名（平成 21 年４月１日現在） 

⑩ 
大株主及び持株比率
(平成 21 年４月１日現在) 

明治安田生命保険相互会社 

株式会社損害保険ジャパン 

平成ビルディング株式会社 

株式会社みずほコーポレート銀行 

資 本 関 係
割当先が保有している当社の株式の数：－ 

当社が保有している割当先の株式の数：－ 

取 引 関 係 建設工事の請負施工 

人 的 関 係 該当なし 
⑪ 

上 場 会 社 と 

割 当 先 の 関 係 等 

関連当事者へ

の 該 当 状 況
該当なし 

 

（2）割当先を選定した理由 

本邦では必ずしも事業法人による劣後債市場が成熟しているとはいえない状況にお

いて、本新株予約権付社債の特性を考慮し、当社グループと長期に亘る取引関係があ

り、当社グループの経営状況等についてご理解いただいている金融機関等を割当先と

致しました。 

 

（3）割当先の保有方針 

当社と割当先との間において、本新株予約権付社債に関する継続保有の取り決めは

ありません。割当先は、本新株予約権付社債に付された新株予約権の行使、及び当社

による現金決済条項の行使の結果として交付を受ける当社株式については、当該割当

先の判断により第三者に売却することができます。 

以 上 

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表

するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における証券の募

集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に基づく登録を行

うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。 

- 14 - 



 

（別紙） 

大成建設株式会社 

第 1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）社債要項 

 

本要項は、大成建設株式会社が平成 21 年 4月 14 日に開催した取締役会の決議に基づ

いて平成 21 年 4 月 30 日に発行する大成建設株式会社第 1 回取得条項付無担保転換社

債型新株予約権付社債（劣後特約付）（以下「本新株予約権付社債」、その社債部分を

「本社債」、その新株予約権部分を「本新株予約権」という。）にこれを適用する。 

 

1. 社債総額 

金 200 億円 

2. 各社債の金額 

金 5億円 

3. 新株予約権付社債券の形式 

無記名式利札付の新株予約権付社債券（以下「本社債券」という。）を発行する。

但し、本社債券の全部又は一部を記名式とすることを請求することはできない。 

また、本新株予約権付社債は会社法（平成 17 年法律第 86 号）（以下「会社法」

という。）第 254 条第 2 項本文及び第 3 項本文（今後の改正による後継規定を含

む。以下において言及する法令の条文につき同じ。）の定めにより本新株予約権

又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。 

4. 利率 

4.517％ 

5. 払込金額 

各本社債の額面 100 円につき金 100 円 

但し、各本新株予約権は無償にて発行するものとする。 

6. 償還価額 

各本社債の額面 100 円につき金 100 円 

但し、繰上償還の場合は、第 9 項(2)に定める価額による。 

7. 担保・保証の有無 

本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されて

いる資産はない。 

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に

公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における

証券の募集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に

基づく登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。 
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8. 払込期日 

平成 21 年 4 月 30 日（以下「払込期日」という。） 

9. 償還の方法及び期限 

(1) 満期償還 

本社債の元本は、平成 26 年 7 月 24 日（以下「満期償還日」という。）に、同日

までの未払経過利息及び未払残高（ある時点における強制未払残高（第 10 項(2)

に定義する。）及び任意未払残高（第 10 項(3)に定義する。）の総額をいう。以下

同じ。）の支払いとともにその総額を償還する。 

(2) 繰上償還 

本項(1)の規定にかかわらず、当社は以下の場合において、満期償還日前に本社

債を償還することができる。 

イ 発行会社の選択による繰上償還 

当社は、平成 26 年 7 月 22 日（以下「任意償還日」という。）において、30

営業日以上 60営業日以内に本新株予約権付社債の社債権者に対し事前の通

知（撤回不能とする。）を行うことにより、その選択により、その時点で残

存する本社債の元本の全部又は一部を、各本社債の額面 100 円につき金 100

円の割合で、任意償還日まで（当日を含む。）の未払経過利息及び未払残高

の支払いとともに繰上償還することができる。 

ロ 税制事由による繰上償還 

払込期日以降に税制事由が生じ、かつ継続している場合、当社は、30 営業

日以上 60 営業日以内に本社債権者に対し事前の通知（撤回不能とする。以

下「税制事由償還通知」という。）を行うことにより、その時点で残存する

本社債の元本の全部（一部は不可）を(i)各本社債の額面 100 円につき金 100

円の割合で計算される金額又は(ii)補填支払額のうちいずれか高い方の金

額で、当社が当該償還のために設定する日（以下「税制事由償還日」とい

う。）まで（当日を含む。）の未払経過利息及び未払残高の支払いとともに、

当該税制事由償還日に償還することができる。 

 

「税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈により、当社に

課される法人税の計算において本社債の利息が法人税法（昭和 40 年法律第

34 号）（以下「法人税法」という。）第 22 条第 3項に定める損金に算入され

なくなる等、当社にとって著しく不利益な税務上の取扱いがなされ、当社

の合理的な努力によってもこれを回避できないことをいう。 

「補填支払額」とは、以下の手続によって決定される金額をいう。 

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に

公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における

証券の募集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に
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(i) 当社と協議の上、独立金融機関（下記に定義する。）が、参照金融機

関として 3 社以上の経験豊富な金融商品取引業者（社債及び金利ス

ワップ取引において豊富な経験を有する東京に本店又は営業所が所

在する金融商品取引業者をいう。）を選任する。 

(ii) 独立金融機関は、参照金融機関に対し、①満期償還日及び満期償還

日に支払われる予定の償還価額、並びに②満期償還日（その日を含

む。）までに到来する各利払日及び当該各利払日に支払われることが

予定されている利息の金額を通知するものとする。 

(iii) 本社債現在価値（下記に定義する。）を算出するために参照金融機関

が使用すべき金利差（スプレッド）は、3.40％とする。独立金融機

関は、参照金融機関に対し、上記計算方法を通知するものとする。 

(iv) 独立金融機関は、本社債の償還予定日を参照金融機関に通知し、参

照金融機関に対し本社債現在価値の提供を求める。 

(v) 参照金融機関は、独立金融機関から本社債現在価値の提供を求めら

れた日の午後 3 時以降に発表されている本社債の残存期間に対応す

る金利スワップ固定レートと共に、上記（ii）乃至（iv）より得ら

れる情報をもって、ディスカウンテッド・キャッシュフロー（DCF）

方式に基づき本社債現在価値を算出する。 

(vi) 独立金融機関は、参照金融機関から本社債現在価値として提供され

た金額のうち、その最高額と最低額を控除した残りの値の平均値を

計算する。但し、参照金融機関が 4 社未満である場合、かかる控除

を行うことなく、各参照金融機関から提供された本社債現在価値の

金額の平均値を計算するものとする。以上の計算により得られた本

社債現在価値の算術平均値を「補填支払額」という。 

「本社債現在価値」とは、本社債の償還日に適用される、以下の(i)及び(ii)

の合計金額をいう。 

(i) 満期償還されると仮定した場合の、本社債の償還価額の現在価値 

(ii) 満期償還日まで（当日を含む。）に支払われることが予定されていた

利息金額（税制事由償還日、特別事由償還日（下記ハに定義する。）

又は組織再編償還日（下記ニに定義する。）に期限の到来する利息（繰

上償還とともに支払われる未払経過利息及び未払残高を含む。）を除

く。）の現在価値 

「独立金融機関」とは、当社の裁量により選任される独立した銀行又は金

融商品取引業者をいう。 

ハ 特別事由による繰上償還 

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に
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特別事由が生じ、かつ継続している場合、当社は、30 営業日以上 60 営業日

以内に本社債権者に対し事前の通知（撤回不能とする。以下「特別事由償

還通知」という。）を行うことにより、その時点で残存する本社債の元本の

全部（一部は不可）を(i)各本社債の額面 100 円につき金 100 円の割合で計

算される金額又は(ii)補填支払額のうちいずれか高い金額で、当社が当該

償還のために設定する日（以下「特別事由償還日」という。）まで（当日を

含む。）の未払経過利息及び未払残高の支払いとともに、当該特別事由償還

日に償還することができる。 

 

「特別事由」は、以下の事由が生じたことをいい、特別事由のうち下記(i)

の事由を「資本性変更事由」という。 

(i) 格付機関（株式会社格付投資情報センター又はその格付業務を承継し

た機関をいう。以下同じ。）における本社債発行後の資本性評価基準

の変更に従い、本社債について、格付機関が認める本社債の発行時点

において想定されている資本性より低いものとして取り扱うことを

決定した旨の公表がなされ、又は、書面による通知が当社に対してな

された場合。 

(ii) 当社普通株式（組織再編行為（下記ニに定義する。）に伴い、承継会

社等（下記ニに定義する。）に当社の本新株予約権付社債上の義務が

承継される場合には、承継会社等の普通株式）が日本のいずれの金融

商品取引所においても上場されなくなった場合。なお、本（ii）に基

づく特別事由償還通知に先立って下記ニに基づく繰上償還の通知が

なされた場合には、以後本（ii）は適用されないものとする。 

ニ 当社が組織再編行為を行う場合の繰上償還 

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若

しくは分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株

式移転計画承認の議案、資産譲渡（資産の全部若しくは実質上全部の他の

会社への売却若しくは移転で、その条件に従って本新株予約権付社債に基

づく当社の義務が譲渡先に移転又は承継される場合に限る。）承認の議案、

又はその他の法令上の組織再編で、その手続により本社債若しくは本新株予約

権に基づく当社の義務が第三者に引き受けられることとなる手続の承認の議案

が当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締

役会決議がなされた場合）（以下「組織再編行為」という。）において、当該組織

再編行為の後に当社が、(i)当該組織再編行為の際の適用法令上（当該法令

に関する公的若しくは司法上の解釈をも考慮する。）承継会社等（下記に定
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義する。）に当社の本新株予約権付社債上の義務を移転又は承継させるため

本要項に従った措置を講じることができない場合、(ii)上記法令上当該措

置を講ずることは可能であるものの当社が最善の努力をしても本要項に従

い承継会社等に当社の本新株予約権付社債上の義務を移転又は承継させる

ことができない場合、又は(iii)当社の最善の努力にもかかわらず、当該組

織再編行為の日若しくは当該組織再編行為の効力発生日（組織再編行為に

よって企図されている組織再編の効力発生日をいう。以下同じ。）の 25 日

前の日のいずれか遅い方の日において、承継会社等の普通株式について日

本の金融商品取引所に上場が認められておらず、かつ、当該効力発生日以

前若しくはその直後にかかる上場が認められることの確認が当社又は承継

会社等により得られていない場合、又は(iv)財務代理人に対し、当該組織

再編行為の効力発生日若しくはその直後において承継会社等の普通株式が

日本の金融商品取引所に上場されることを当社が予定していない旨の証明

書（理由を問わない。）を当該組織再編行為以前に交付した場合には、当社

は、15 営業日以上前に本社債権者に対し事前の通知をした上で、当該通知

において指定した償還日（当該組織再編行為の効力発生日より前の日とす

る。以下「組織再編償還日」といい、任意償還日、税制事由償還日及び特

別事由償還日と併せて「繰上償還日」という。）において、残存する本社債

の元本の全部（一部は不可）を、(i)各本社債の額面 100 円につき金 100 円

の割合で計算される金額又は(ii)補填支払額のうちいずれか高い金額で、

組織再編償還日まで（当日を含む。）の未払経過利息及び未払残高の支払い

とともに繰上償還するものとする。 

「承継会社等」とは、当社による組織再編行為に係る吸収合併存続会社若

しくは新設合併設立会社、株式交換完全親会社、株式移転完全親会社、吸

収分割承継会社若しくは新設分割設立会社、資産の譲受会社又は他の法令

上のこれらに相当する会社をいう。 

（3） 本社債の満期償還日（繰上償還される場合は繰上償還日）が東京における

銀行休業日にあたるときは、支払いはその前営業日にこれを繰り上げる。 

（4） 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができ

る。但し、本新株予約権又は本社債の一方のみを消却することはできない。 

（5） 本社債の償還については、本項のほか、第 14 項に定める借換制限及び第 18

項に定める劣後条項に従う。 

10. 利息支払いの方法及び制限 

(1) 利息支払いの方法 

イ 本社債の利息は、払込期日の翌日から満期償還日（但し、繰上償還される

場合は繰上償還日）までこれをつけ、平成 21 年 7 月 23 日を第 1 回の利払
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日としてその日までの分を支払い、その後毎年 1月 23 日及び 7月 23 日（但

し、繰上償還される場合又は第 17 項(11)に従い当社が本新株予約権付社債

を取得する場合には、それぞれ繰上償還日又は当該取得日。なお、一部償

還又は一部取得がなされる場合において、その対象とならない本社債につ

いても同様とする。）（以下「利払日」という。）に、当該利払日の直前の利

払日（第 1 回の利払日においては払込期日）の翌日から当該利払日までの

期間（以下「利息計算期間」という。）について、各々その日までの前半か

年分を支払う。但し、半か年に満たない利息計算期間につき利息を計算す

るときは、その半か年の日割りをもってこれを計算し、円位未満の端数が

生じた場合にはこれを切り捨てる。本(1)に従い決定される、各利払日に支

払われるべき各本社債の利息の金額を「利息金額」という。 

ロ 利払日が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払いを当該利払

日の前営業日に繰り上げるものとする。 

ハ 次の(i)乃至(iv)の場合における各本社債の利息の発生並びに未払経過利

息及び未払残高の支払いについては、それぞれ以下に定める通りとする。 

(i) 本新株予約権が行使された場合： 

本新株予約権の行使の効力発生日の直前の利払日（当該行使の効力発

生日が第 1回の利払日前である場合には払込期日）以降、当該本新株

予約権の付された各本社債の利息は発生しないものとする。なお、当

該行使の効力発生日において未払残高が残存している場合には、当該

行使の効力発生日後 30 日以内に当該行使を行った本社債権者に対し

てこれを支払うものとする。 

(ii) 第 17 項(10)に従い当社が本新株予約権付社債を取得した場合： 

当該取得日以降、各本社債の利息は発生しないものとする。なお、当

該取得日において残存する未払経過利息及び未払残高は、第 17 項

(10)ロ（イ）及び(ハ)に従い、本劣後債（第 17 項(10)イに定義する。）

の保有者に対して支払われる。 

(iii) 第 17 項(11)に従い当社が本新株予約権付社債を取得した場合： 

当該取得日以降、当該取得に係る各本社債の利息は発生しないものと

する。なお、当該取得日において残存する未払経過利息及び未払残高

は、当該取得時における本社債権者に対して、当該取得日において、

本社債に係る利息として支払うものとする。 

(iv) 償還の場合（本社債の元本の支払いが不当に留保若しくは拒絶された

場合又は本社債の元本の支払いに関して債務不履行が生じている場

合を除く。）： 
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本社債の償還期日（繰上償還の場合は繰上償還日）以降、当該償還に

係る各本社債の利息は発生しないものとする。なお、当該償還期日に

おいて残存する未払経過利息及び未払残高は、第 9項の規定に従い償

還とともに支払われる。 

ニ 本社債の利息の支払いについては、本項のほか、第 18 項に定める劣後条項

に従う。 

(2) 強制停止 

イ 強制停止事由による利払いの繰延べ 

下記(i)乃至(iii)に定める事由（以下「強制停止事由」という。）が生じて

いる場合、当社は、利払日の属する月の第 2 営業日までに本社債権者に対

し通知を行い、下記(i)乃至(iii)の定めに従い、当該利払日における本社

債の利息の支払いの全部又は一部を繰り延べる。 

強制停止事由により繰り延べられた利息の金額（以下「強制停止金額」と

いう。）には、強制停止事由が生じていなければ当該利息が支払われるはず

であった利払日（以下「強制停止利払日」という。）の翌日から、強制停止

金額が弁済される日まで（当日を含む。）、第 4 項に定める利率による利息

が付される（なお、当該強制停止金額に関する経過利息に対する利息は生

じない。）。 

(i) 財務制限 

以下のいずれかの事由が直近の連結財務諸表（一般に公正妥当と認め

られる会計原則に従い作成される当社の公表された監査済連結財務

諸表又は第2四半期についての四半期レビュー済四半期連結財務諸表

をいう。以下同じ。）の作成日現在において生じている場合（以下「財

務制限事由」という。）、当該利払日における本社債の利息の支払いの

全部を繰り延べる。 

① 当社の連結財務諸表において、発行日以降に終了する直近 2

事業年度連続で純損失が計上された場合 

② 以下の算式により計算される純有利子負債比率が 300％を超

えた場合 

 

純有利子負債 
純有利子負債比率 ＝

株主資本 
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「純有利子負債」とは、当社の連結財務諸表中の連結貸借対照表（第

2 四半期連結財務諸表の場合は、第 2 四半期連結貸借対照表）におけ

る短期・長期借入金（一年内に返済予定の長期借入金を含む。）、社債

（一年内に償還予定の社債を含む。）及びコマーシャル・ペーパーの

合計額から現金預金の額を控除したものをいう。 

「株主資本」とは、当社の連結財務諸表中の連結貸借対照表（第 2四

半期連結財務諸表の場合は、第 2四半期連結貸借対照表）における純

資産の部の株主資本合計額をいう。 

(ii) 分配可能額制限 

各利払日に係る分配可能基準額（下記に定義する。）が、当該利払日

に支払われるべき本社債利息総額（下記に定義する。）を下回る場合

（以下「分配可能額制限事由」という。）、当該利払日において支払わ

れる金額は、各本社債につき、分配可能基準額を残存する本社債の個

数（残存する本社債の元本総額を各社債の金額で除した数。以下同

じ。）で除した金額（円位未満切り捨て）とし、当該利払日に支払わ

れるべき各本社債利息総額のうち当該金額を超える額の支払いは繰

り延べる。なお、本社債利息総額の一部のみを支払う場合、最も早い

利払日に生じた任意停止金額（本項(3)イに定義する。）及びその経過

利息から順に、任意停止金額及び経過利息の順でその支払いに充当さ

れ、その後残額がある場合に限り、当該利払日に生じた利息の支払い

に充当される。 

「分配可能基準額」とは、会社法の定めに従い計算される各利払日の

属する月の第 1営業日現在における当社の分配可能額から、直近に終

了した事業年度の末日（但し、当該事業年度の末日より後の日を臨時

決算日とする臨時計算書類が会社法の定めに従い承認された場合は、

当該臨時決算日）より当該各利払日の属する月の第 1 営業日まで（当

日を含む。）の間に本社債及び同順位劣後債務（下記に定義する。）に

ついて支払われた利息金額（任意未払残高及び同順位劣後債務におけ

るこれに相当する金額を含む。）の総額を控除した金額とする。但し、

当該利払日の属する月の第 2 営業日から当該利払日まで（当日を含

む。）の期間中に、同順位証券（下記に定義する。）に関して配当又は

利息が支払われた又は支払われる場合は、分配可能基準額は、下記の

計算式により調整される金額とする（円位未満四捨五入）。 

 

本社債利息総額 調整後分配 

可能基準額 
＝ 

調整前分配

可能基準額
×

本社債利息総額 + 同順位証券配当・利息総額
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「同順位劣後債務」とは、当社の債務であって、劣後支払条件（第

18 項に定義する。）と実質的に類似する当社の清算、破産手続、更生

手続又は再生手続における支払いに関する条件及び権利を有し、その

利息に係る権利及び償還又は返済条件が、当社の財務状態及び業績に

応じて決定されるものをいう。 

「本社債利息総額」とは、当該利払日に残存するすべての本社債に関

して当該利払日に支払われるはずであった利息金額（下記(3)ハによ

り当該利払日に支払われるはずであった任意未払残高（以下「強制支

払未払残高」という。）を含む。）の総額をいう。 

「同順位証券配当・利息総額」とは、当該利払日の属する月の第 2営

業日（当日を含む。）から当該利払日まで（当日を含む。）の期間内に

配当又は利息が支払われた又は支払われるはずであった同順位証券

の配当額及び利息金額（強制支払未払残高に相当する金額を含む。）

の総額をいう。 

「同順位証券」とは、最優先株式（下記に定義する。）及び同順位劣

後債務をいう。 

「最優先株式」とは、当社の今後発行する株式であって、剰余金の配

当及び残余財産の分配を受ける権利に関して当社普通株式に優先す

るもの（複数の種類の株式がこれに該当する場合は、剰余金の配当を

受ける権利に関して最上位のもの）をいう。 

(iii) 配当制限 

当社が最優先株式を発行し残存している場合（自己株式として当社が

そのすべてを保有している場合を除く。）、ある利払日に関して、当該

利払日に先立つ前々利払日の属する月の第 2 営業日（当日を含む。）

から当該利払日の属する月の第 1 営業日（当日を含む。）までの期間

（以下「配当制限計算期間」という。）において、最優先株式に関す

る配当をしなかった場合、又は全額に満たない金額を配当した場合

（以下「配当制限事由」という。）、当該配当制限計算期間の末日の直

後の利払日において支払われる各本社債の利息の金額は、利息金額に

以下の算式により計算される配当制限割合を乗じた金額（分配可能額

制限により制限又は禁止されない場合に限る。）とし、当該利払日に

支払われるべき本社債の利息のうち当該金額を超える額の支払いは

繰り延べる。 
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最優先株式配当金額 
配当制限割合 ＝

最優先株式全部配当金額 

 

 

 

「最優先株式配当金額」とは、各配当制限計算期間に関して、当該配

当制限計算期間中に最優先株式について支払われた配当金の額をい

う。 

「最優先株式全部配当金額」とは、各配当制限計算期間に関して、当

該配当制限計算期間中に最優先株式について支払われるはずであっ

た配当金全額をいう。 

ロ 支払原資の制限 

(i) 各本社債に関してその時点で残存するすべての強制停止金額及びそ

の経過利息（以下「強制未払残高」という。）は、当該支払いを行う

日まで（当日を含む。）の 6か月間に、以下の①乃至③のいずれかの

方法（又はそれらの組み合わせ）により取得した純手取金（引受会

社又は販売会社の報酬、手数料その他の費用を差引いたもの）（以下

「代替利息弁済方式手取金」という。）により支払うものとし、代替

利息弁済方式手取金以外の資金からは支払われないものとする。強

制未払残高の支払いを行う場合、当社は、本社債権者に対して、そ

の支払日より 15 営業日前までに、用いられる①乃至③の方法又はそ

れらの組み合わせの記載を含む通知を行うものとする。 

① 当社の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則

（昭和 51 年大蔵省令第 28 号）第 2 条第 3 号に定める子会社

及び同条第 7 号に定める関連会社（以下「関連会社等」とい

う。）以外の者に対する当社普通株式の発行又は処分（かかる

方法により取得した純手取金による弁済を以下「普通株式利

息弁済」という。） 

② 当社の関連会社等以外の者に対するその他株式（下記に定義

する。）の発行又は処分（但し、本社債の発行日における本社

債と同等以上の資本性を有するものと格付機関から承認を得

たものに限る。）（かかる方法により取得した純手取金による

弁済を以下「その他株式利息弁済」という。） 

③ 当社の関連会社等以外の者に対する同順位劣後債務の発行若

しくは処分又は借入れ（以下「発行等」という。）又は当社の

関連会社等が当社から取得する同順位劣後債務を裏付けとし
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て証券の発行又は債務の借入れをする場合の、当該関連会社

等に対する当該同順位劣後債務の発行等（但し、この場合に

は当該証券又は債務の元本又はこれに相当する金額と同額を

限度とする。）（但し、いずれの場合も、本社債の発行日にお

ける本社債と同等以上の資本性を有するものと格付機関から

承認を得たものに限る。）（かかる方法により取得した純手取

金による弁済を以下「同順位劣後債務利息弁済」という。） 

「その他株式」とは、当社普通株式以外の当社が今後発行する株式

（最優先株式を含む。）をいう。 

(ii) 上記にかかわらず、当社は、以下の①乃至③に該当するその他株式

利息弁済又は同順位劣後債務利息弁済によって、強制未払残高を支

払うことはできないものとする。 

① その他株式利息弁済： 

当該その他株式利息弁済に関して発行又は処分されるその他株

式の優先残余財産分配金額の総額が、強制未払残高の弁済のため

に以前に発行又は処分された他のその他株式の優先残余財産分

配金額の総額と合わせて、第 1 項記載の社債総額の 25％を超え

るもの 

② 同順位劣後債務利息弁済： 

当該同順位劣後債務利息弁済に関して発行等される同順位劣後

債務の満期における償還価額若しくは元本又はこれらに相当す

る金額の総額（以下「同順位劣後債務元本総額」という。）が、

強制未払残高の弁済のために以前に発行等された他の同順位劣

後債務に係る同順位劣後債務元本総額と合わせて、第 1 項記載の

社債総額の 15％を超えるもの 

③ その他株式利息弁済及び同順位劣後債務利息弁済の組み合わ

せ： 

当該その他株式利息弁済及び当該同順位劣後債務利息弁済に関

して発行等されるその他株式の優先残余財産分配金額の総額及

び同順位劣後債務に係る同順位劣後債務元本総額の合計額が、強

制未払残高の弁済のために以前に発行等された他のその他株式

の優先残余財産分配金額の総額及び他の同順位劣後債務に係る

同順位劣後債務元本総額と合わせて、第 1 項記載の社債総額の

25％を超えるもの 
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本(ii)により、強制未払残高が当該強制停止最終期日（下記ハにお

いて定義する。）までに全額弁済できない場合、当社は、当該強制停

止最終期日の 15 営業日前までに、本社債権者に対して、当該強制未

払残高が全額弁済できない旨の通知をするものとする。 

ハ 強制停止金額の支払いについての努力義務 

(i) 当社は、強制停止利払日から 1 年以内（又は下記（3）ロ記載の事由

が生じたことにより任意停止金額及びその経過利息から切り換えら

れた強制停止金額及び経過利息については、当該事由が生じた利払

日（当該事由が利払日以外の日に生じた場合にはその直後の利払日）

から 1 年以内）に、代替利息弁済方式手取金から、①当該強制停止

利払日における強制停止金額及びその経過利息、並びに②当該強制

停止利払日の直後の利払日に、当該利払日における利息の支払いが

上記イに従い繰り延べられる場合には、当該利払日における強制停

止金額及びその経過利息を弁済するべく、営利事業として実行可能

な限りの合理的な努力をするものとする（当該 1 年の期間の末日を

「強制停止最終期日」という。）。 

「営利事業として実行可能」とは、当社の証券（社債を含む。）の発

行若しくは募集又は借入れに重大な障害を生じさせない場合をいう。

但し、当該証券又は借入れに関して支払われ得る価格、利率又は配

当率等を考慮しない。 

(ii) 上記(i)による当社の合理的な努力義務にもかかわらず、①下記の本

社債権者に対する通知の日付前 1 年の間に市場混乱事由（下記に定

義する。）が発生しその後継続していた場合、又は②市場混乱事由が

発生したものの継続していない場合において、その残りの期間にす

べての当該強制未払残高を支払うために十分な代替利息弁済方式手

取金を得ることが、合理的な努力を行っても、当社にとって営利事

業として実行可能ではなかった場合、当社は、強制停止最終期日の

15 営業日前までに、本社債権者に通知することにより、当該強制停

止最終期日における代替利息弁済方式に基づく当該強制未払残高を

弁済するための合理的な努力をする義務を負わない。 

「市場混乱事由」とは、劣後株式（下記(3)ハ(i)において定義する。）

又は同順位証券が上場されているか又は取引されている金融商品取

引所において、証券全般の取引が停止されているか、又はその決済

全体が大幅に中断していることをいう。 

(iii) 上記ロ(ii)又は本ハ(ii)により、強制未払残高の全部又は一部が、

強制停止最終期日までに弁済されない場合、本ハ(i)による当社の合

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に

公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における

証券の募集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に

基づく登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。 

-26- 



 

理的な努力義務は、当該強制停止最終期日をその 1 年後の日とみな

して継続する。 

なお、上記の場合で、当社が、強制停止最終期日までに、その強制

未払残高を支払うために必要な代替利息弁済方式手取金の一部のみ

を調達することができる場合、当該代替利息弁済方式手取金は、強

制停止最終期日に、最も早い強制停止利払日に発生した強制停止金

額及びその経過利息から順に、強制停止金額及び経過利息の順でそ

の支払いに充当される。 

(3) 任意停止 

イ 利払いの任意停止 

当該利払日において、強制停止に係る条項が適用されず、かつ、当該利払

日に係る強制支払参照期間（下記ハに定義する。）に劣後株式強制支払事由

（下記ハに定義する。）が発生していない場合、当社は、その裁量により、

その利払日の属する月の第 2 営業日までに、本社債権者に対し通知を行う

ことにより、当該通知に係る利払日における本社債の利息の支払いの全部

又は一部を繰り延べることができる（当該繰延べを「任意停止」といい、

任意停止により繰り延べられた利息の未払金額を「任意停止金額」という。）。

任意停止金額には、任意停止がなければ当該利息が支払われるはずであっ

た利払日（以下「任意停止利払日」という。）の翌日から任意停止金額が全

額弁済される日まで（当日を含む。）の間、第 4 項に定める利率による利息

が付される（なお、当該任意停止金額に関する経過利息に対する利息は生

じない。）。 

ロ 強制未払残高への切替え 

以下のいずれかに該当する場合、任意停止金額及びその経過利息は、当該

任意停止金額に係る任意停止利払日を強制停止利払日とする強制停止金額

及び経過利息として取り扱われる。上記に従い強制停止金額として取り扱

われていない当該時点において残存するすべての任意停止金額及びその経

過利息を「任意未払残高」という。 

(i) 任意停止金額が当該任意停止金額に係る任意停止利払日後 10 回目

の利払日以前に弁済されない場合 

(ii) 強制停止事由が、当該任意停止金額が弁済されない間に発生した場

合 

(iii) 下記ハに定める劣後株式強制支払事由又は同順位証券強制支払事

由が生じた場合 

但し、上記(iii)の場合は、下記ハ（iii）に従い、各本社債につき支払わ
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れるべき金額を超える額についてのみ、強制停止金額及びその経過利息と

して取り扱われる。 

ハ 強制支払い 

(i) 劣後株式への支払いによる強制支払い 

上記イの規定にかかわらず、ある利払日に関して、当該利払日に先

立つ前利払日の属する月の第 2 営業日（当日を含む。）から当該利払

日の属する月の第 1 営業日（当日を含む。）までの期間（以下「強制

支払参照期間」という。）において、以下のいずれかの事由（以下「劣

後株式強制支払事由」という。）が生じた場合は、当社は、当該強制

支払事由が生じた強制支払参照期間の末日の直後の利払日（以下「強

制利払日」という。）及び強制利払日の直後の利払日（当該利払日を

「強制支払最終期日」という。）に、当該強制利払日に関する利息金

額とともに、当該強制利払日現在のすべての任意未払残高を支払う

ものとする。 

① 当社が当社普通株式並びに剰余金の配当及び残余財産の分配を

受ける権利に関して同順位証券に劣後する当社が今後発行する

当社普通株式以外の株式（以下併せて「劣後株式」という。）に

関する剰余金の配当（会社法第 454 条第 5 項に規定される中間

配当及び全額に満たない配当をする場合を含む。）を行う決議を

した場合又は支払いを行った場合 

② 当社が劣後株式の買入れ又は取得をする場合（但し、以下の事

由のいずれかによる場合を除く。） 

(a) 会社法第192条第1項に基づく単元未満株主からの買取請求 

(b) 会社法第 469 条第 1 項、第 785 条第 1 項、第 797 条第 1 項、

第 806 条第 1 項に基づく反対株主からの買取請求 

(c) 会社法第 116 条第 1 項に基づく反対株主からの買取請求 

(ii) 同順位証券への支払いによる強制支払い 

上記イの規定にかかわらず、任意停止利払日（同日を含む。）から当

該任意停止利払日の直後の利払日（同日を含まない。）までの期間に

おいて同順位証券に関する配当又は利息が支払われたとき（以下「同

順位証券強制支払事由」という。）は、当該任意停止利払日に係る任

意停止金額及びその経過利息は、当該任意停止利払日の直後の利払

日に支払うものとする。 

(iii) 分配可能基準額を超える場合の取扱い 
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上記（i）の規定にかかわらず、本社債の任意未払残高が強制利払日

に係る分配可能基準額を超える場合、当社は、当該強制利払日に、

各本社債につき、分配可能基準額を残存する本社債の個数で除した

金額を支払う。 

また、上記（ii）の規定にかかわらず、当該任意停止利払日におけ

る任意停止金額及びその経過利息が当該任意停止利払日の直後の利

払日に係る分配可能基準額を超える場合、当社は、当該利払日に、

各本社債につき、分配可能基準額を残存する本社債の個数で除した

金額を支払う。 

なお、任意未払残高の一部のみを支払う場合、最も早い任意停止利

払日に発生した任意停止金額及びその経過利息から順に、任意停止

金額及び経過利息の順でその支払いに充当される。 

(4) 停止通知 

当社が本項(2)又は(3)に基づき強制停止又は任意停止のために本社債権者に交

付する通知には、適用される強制停止事由又は任意停止を行う旨を記載する。複

数の強制停止事由が発生し継続している場合、当社は、最も制約の強い利払条件

に係る強制停止事由を記載するものとし、それに従い、当該最も制約の強い利払

条件に従って利息の全部又は一部の支払いを繰り延べるものとする。 

11. 社債管理者の不設置 

本社債は、会社法第 702 条但書の要件を充たすものであり、社債管理者は設置さ

れない。 

12. 財務代理人 

株式会社みずほコーポレート銀行 

13. 財務上の特約 

本社債には財務上の特約は付されていない。 

14. 借換制限 

当社は、当社が本社債の償還、買入れ又は取得日以前 12 か月間に、償還又は買

入れ若しくは第 17 項(11)による現金及び普通株式を対価とする取得条項により

取得される本社債の額面金額総額並びにその未払経過利息及び任意未払残高以

上の額面金額総額又は払込金額総額で借換証券（下記に定義する。）を発行等す

ることにより資金を調達していない限り、本社債につき、償還、買入れ又は第 17

項(11)による現金及び普通株式を対価とする取得条項による取得をしないこと

を意図している。 

「借換証券」とは、以下の(i)乃至(iv)の証券又は債務で、借換証券である旨を
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当社が公表しているものをいう。なお、以下の(i)乃至(iii)の場合については、

当社の関連会社等以外の者に対して発行等されるものに限り、また、以下の(ii)

乃至(iv)の場合については、本社債の発行日における本社債と同等以上の当社に

おける資本性を有するものと格付機関から承認を得たものに限る。 

(i) 当社普通株式 

(ii) その他株式 

(iii) 同順位劣後債務 

(iv) 上記(i)乃至(iii)以外の当社のその他一切の証券及び債務 

15. 社債権者に対する通知の方法 

本社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。但

し、法令に別段の定めがある場合を除き、公告に代えて各本社債権者に書面によ

り通知する方法によることができる。 

16. 社債権者集会に関する事項 

(1) 本社債及び本社債と同一の種類（会社法第 681 条第 1 号に定める種類をいう。以

下同じ。）の社債（以下「本種類の社債」という。）の社債権者集会は、当社がこ

れを招集するものとし、開催日の少なくとも 3 週間前までに本種類の社債の社債

権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号所定の事項を前項に定める方法に

より通知する。 

(2) 本種類の社債の社債権者集会は東京都においてこれを行う。 

(3) 本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計

額は算入しない。）の10分の 1以上にあたる本種類の社債を有する本社債権者は、

本社債券を当社に提示した上で、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由

を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集を請求することができる。 

17. 新株予約権の内容 

(1) 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法 

イ 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

ロ 本新株予約権の行使により当社が交付すべき株式数は、本新株予約権の行

使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記ハ記載の転換価額で除した数

とする。但し、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による

調整は行わない。また、本新株予約権の行使の結果単元未満株式が発生す

る場合、本新株予約権付社債の新株予約権者により会社法に定める単元未

満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 

ハ 転換価額 
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（イ）当初転換価額 

本新株予約権の行使に際して払込をなすべき 1 株あたりの額（以下「転換

価額」という。）は、当初金 342 円とする。 

（ロ）転換価額の調整 

(A) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(B)に掲げる各事由により

当社普通株式の既発行株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可

能性がある場合には、次に定める算式（以下「転換価額調整式」とい

う。）をもって転換価額を調整する。 

 

新規発行・ 

処分株式数 
× 

1 株当りの

払込金額 既発行 

株式数 

 

＋
時  価 

 

調 整 後 

転換価額 

 

＝ 

 

調 整 前

転換価額

 

×

既発行株式数  ＋  新規発行・処分株式数

 

(B) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転

換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

(i) 下記(D)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通

株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分

する場合（但し、新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

のを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の

取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によ

って当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又

は合併により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後の転換価額は、当該発行若しくは処分に関する払込期日

（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする。以

下同じ。）の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株

主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は

その日の翌日以降これを適用する。 

(ii) 当社普通株式の株式分割又は無償割当てをする場合 

調整後の転換価額は、株式分割については株式の分割のための

基準日の翌日以降、無償割当てについては株主に割当てを受け

る権利を与えるための基準日（かかる基準日を定めない場合は、

当該無償割当ての効力発生日）の翌日以降これを適用する。 

(iii) 下記(D)(ii)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通

株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(D)(ii)

に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付
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を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを

含む。）を発行又は付与する場合（無償割当てによる場合を含

むが、ストック・オプションその他のインセンティブ・プラン

を目的として発行又は付与されるものを除く。） 

調整後の転換価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求

権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみ

なして転換価額調整式を適用して算出するものとし、当該発行

又は付与に関する払込期日（新株予約権が無償にて発行される

場合は割当日）又は（無償割当ての場合は）効力発生日の翌日

以降これを適用する。但し、株主に割当てを受ける権利を与え

るための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用す

る。 

(iv) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新

株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに下

記(D)(ii)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を

交付する場合 

調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

(v) 上記(i)乃至(iii)の場合において、基準日が設定され、かつ、

効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社

の機関の承認を条件としているときには、上記(i)乃至(iii)

にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌

日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日

から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をし

た新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株

式を交付する。但し、株式の交付については本項（12）ハの規

定を準用する。 

 

調 整 前 

転換価額 －
調 整 後 

転換価額 ×
調 整 前 転 換 価 額 に よ り 

当該期間内に交付された株式数 

株式数 ＝ 
調整後転換価額 

 

この場合、1 株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現

金による調整は行わない。 

(C) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価

額との差額が 1円未満にとどまる場合は、転換価額の調整は行わない。

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に

公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における

証券の募集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に

基づく登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。 

-32- 



 

但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額調

整式を適用する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代え

て調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 

(D) (i) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第 2 位まで算

出し、小数第 2位を四捨五入する。 

(ii) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて

適用される日（但し、上記(B)(v)の場合は当該基準日の翌日）

に先立つ 45 取引日目に始まる 30 取引日（終値のない日数を除

く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎

日の終値（気配表示を含む。）の平均値とする。この場合、平

均値の計算は、円位未満小数第 2位まで算出し、小数第 2 位を

四捨五入する。 

   「取引日」とは、関連取引所（東京証券取引所、又は、当社普

通株式若しくは承継会社等の普通株式が東京証券取引所に上

場されていない場合で、他に当社普通株式若しくは承継会社等

の普通株式が上場（店頭登録又は金融商品取引所における取引

を含む。以下同じ。）されている日本国内の主要な金融商品取

引所若しくは店頭売買有価証券市場がある場合は、当該金融商

品取引所若しくは店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。）

が開設されている日をいい、当社普通株式の普通取引の終値が

発表されない日を含まない。以下同じ。 

(iii) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受

ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、か

かる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する

日の 1 か月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、

当該日において当社の保有する当社普通株式の数を控除した

数とする。また、上記(B)(ii)の場合には、転換価額調整式で

使用する新規発行・処分株式数は、基準日において当社が有す

る当社普通株式に割り当てられる当社普通株式の数を含まな

いものとする｡ 

(E) 上記(B)の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合

には、当社は、本社債権者の承認を得て、必要な転換価額の調整を行

う。 

(i) 株式の併合、資本金若しくは準備金の額の減少に際して行う剰

余金の配当、会社分割、株式交換若しくは合併又は当社普通株

式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価
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額の調整を必要とするとき。 

(ii) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事

由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 

(iii) 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事

由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価

につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

本(ロ)により転換価額の調整を行うときには、当社は、その旨並びにその

事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必

要な事項を当該適用開始日の前日までに公告又は通知する。但し、上記

(B)(v)に定める場合その他適用開始日の前日までに上記公告又は通知を行

うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

(2) 新株予約権の総数 

各本社債に付する本新株予約権の数は 1 個とし、合計 40 個の本新株予約権を発

行する。 

(3) 新株予約権と引換えに払い込む金銭の額 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 

(4) 新株予約権の割当日 

平成 21 年 4 月 30 日 

(5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

本新株予約権 1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額

と同額とする。 

(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 

本新株予約権 1個の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債の全部を出

資するものとし、当該本社債の価額は、本社債の額面金額と同額とする。なお、

本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、第 9 項の規定にかか

わらず本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還の期限が到来し、かつ消滅す

るものとする。 

(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本

準備金に関する事項 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、

会社計算規則（平成 18 年法務省令第 13 号）第 17 条第 1 項に従い算出される資

本金等増加限度額の 2分の 1の金額とし、計算の結果 1円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等
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増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。 

(8) 新株予約権を行使することができる期間 

平成 21 年 6月 1日から平成 26年 7月 24 日における第 29項記載の行使請求受付

場所の営業終了時までとする。 

但し、当社が第 9 項(2)各号のいずれかにより本社債を繰上償還する場合には、

償還日の前営業日における第 29 項記載の行使請求受付場所の営業終了後は、本

新株予約権を行使することはできないものとする。 

また、(i)いかなる場合も平成 26 年 7 月 25 日以降は本新株予約権を行使するこ

とはできないものとし、(ii)当社が本項(10)により本新株予約権付社債を取得す

る場合には、取得日の 5 営業日前における第 29 項記載の行使請求受付場所の営

業終了後から取得日までの間は本新株予約権を行使することはできないものと

し、(iii)当社が本項(11)記載の取得通知を行った場合は、当該取得通知日（本

項(11)に定義する。）の翌日から取得日までの間は本新株予約権を行使すること

はできないものとし、また、(iv)当社が組織再編行為を実行するために本新株予

約権の行使の停止が必要であると当社が合理的に判断した場合は、本新株予約権

は、当社が定める期間（かかる期間は、30 日を超えることはできず、当該組織再

編行為の効力発生日の 14 日後の日以前に終了するものとする。）は行使すること

ができないものとする。当社は、本新株予約権付社債の所持人に対して、上記(iv)

記載の本新株予約権の行使の停止を決定した旨及び停止期間を、当該停止期間が

開始する 30 日以上前に通知するものとする。 

(9) その他の新株予約権行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(10) 劣後債を対価とする新株予約権の取得条項 

イ 当社は、平成 26 年 7 月 23 日（以下「取得日」という。）に、その時点にお

いて残存する本新株予約権付社債の全部を、下記ロ記載の社債（以下「本

劣後債」という。）と引換えに取得するものとする。取得に際しては、本社

債の未払経過利息及び未払残高は支払わないものとし、これに代えて下記

ロ（イ）及び（ハ）により処理されるものとする。当社は本(10)により本

新株予約権付社債を取得した際に、当該本新株予約権付社債の全部を消却

するものとする。 

ロ 新株予約権の取得と引換えに交付する社債の種類 

(イ) 本劣後債の利率並びに利息支払いの方法及び期限 

本劣後債の利率は、利率決定日（下記に定義する。）における 6か月円ライ

ボー（下記に定義する。）に 4.40％を加えた値（以下「適用利率」という。）
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とする。本劣後債の利息は、平成 27 年 1 月 23 日を第一回目の利払日とし

てその日までの分を支払い、その後毎年 1 月 23 日及び 7 月 23 日（但し、

本劣後債が繰上償還される場合は繰上償還日。なお、一部償還がなされる

場合において、その対象とならない本劣後債についても同様とする。）（以

下「劣後債利払日」という。）に、当該劣後債利払日の直前の劣後債利払日

（第 1 回の劣後債利払日においては取得日）の翌日から当該劣後債利払日

までの期間（以下「劣後債利息計算期間」という。）について、各々その日

までの前半か年分を支払う。但し、半か年に満たない劣後債利息計算期間

につき利息を計算するときは、その半か年の日割りをもってこれを計算し、

円位未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。 

なお、取得日において残存する本社債の未払経過利息は、第 1 回の劣後債

利払日において、本劣後債の利息とともに支払われるものとする。 

本（イ）に従い決定される、各劣後債利払日に支払われるべき各本劣後債

の利息の金額を「劣後債利息金額」という。 

劣後債利払日が東京における休業日にあたるときは、その支払いを当該利

払日の前営業日に繰り上げるものとする。 

「6か月円ライボー」とは、各劣後債利息計算期間の開始直前の劣後債利払

日（初回の劣後債利息計算期間の場合は取得日）の 2 ロンドン銀行営業日

前の日（以下「利率決定日」という。）のロンドン時間午前 11 時現在のロ

イター3750 頁（円預金の英国銀行協会ライボーレートを表示するロイター

の 3750 頁をいい、以下「ロイター3750 頁」という。）に表示されるロンド

ン銀行間取引市場における円の 6 か月預金のオファード・レート（小数点

以下第 5 位を四捨五入する。）をいう。利率決定日に、何らかの理由により

6か月円ライボーがロイター3750頁に表示されない場合、又はロイター3750

頁が利用不可能な場合、当社は利率決定日にすべての利率照会銀行（当該

利率決定日の前ロンドン銀行営業日のロンドン時間午前 11時現在のロイタ

ー3750 頁に表示されたロンドン銀行間取引市場における円の 6 か月預金の

オファード・レートを算出するために、そのレートを提供し、それが利用

された銀行をいう。以下同じ。）の東京の主たる店舗に対し、利率決定日の

ロンドン時間午前 11時現在の 6か月円ライボーに相当する利率の提示を求

め、その算術平均値（上位及び下位各 2 つを除き、算術平均値を算出した

上、小数点以下第 5 位を四捨五入する。）を 6か月円ライボーとする。 

上記により当社に 6 か月円ライボーに相当する利率を提示した利率照会銀

行が 2行以上ではあるがすべてではない場合、6か月円ライボーは、当該提

示された利率の算術平均値とする（算術平均値を算出した上、小数点以下

第 5 位を四捨五入する。）。また、当社に 6 か月円ライボーを提示した利率
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照会銀行が 2 行に満たない場合、6 か月円ライボーは、当該利率決定日の前

ロンドン銀行営業日（当該日において 6 ヶ月ライボーがロイター3750 頁に

表示されない場合、又はロイター3750 頁が利用不可能な場合には、表示が

なされ又は利用可能な直前のロンドン銀行営業日）のロンドン時間午前 11

時現在のロイター3750 頁に表示されたロンドン銀行間取引市場における円

の 6か月預金のオファード・レートとする。 

(ロ) 本劣後債の償還の方法及び期限 

(A) 満期償還 

(i) 償還期限 

平成 81 年 7 月 23 日（以下、「本劣後債満期償還日」という。） 

(ii) 償還金額 

本劣後債の元本は、各本劣後債の額面 100 円につき金 100 円の割

合で、本劣後債満期償還日に、同日までの未払経過利息及び未払

残高の支払いとともにその総額を償還する。 

(B) 発行会社の選択による繰上償還 

平成 27 年 1 月 23 日以降の各劣後債利払日において、当社は、本劣後

債の保有者に対して、償還日から 30 営業日以上 60 営業日以内の事前

の繰上償還の通知（撤回不能とする。）を行った上で、その選択により、

その時点で残存する本劣後債の元本の全部又は一部を、本劣後債の社

債の金額 100 円につき金 100 円の割合で、未払経過利息及び劣後債未

払残高（本社債に係る未払残高に準じる。）の支払いとともに繰上償還

することができる。 

(C) 税制事由による繰上償還 

取得日以降に劣後債税制事由が生じ、かつ継続している場合、当社は、

30 営業日以上 60 営業日以内の事前の通知（撤回不能とする。以下「劣

後債税制事由償還通知」という。）を行うことにより、その時点で残存

する本劣後債の元本の全部（一部は不可）を本劣後債の金額 100 円に

つき金 100 円の割合で、当社が当該償還のために設定する日（以下「劣

後債税制事由償還日」という。）まで（当日を含む。）の未払経過利息

及び劣後債未払残高の支払いとともに、当該劣後債税制事由償還日に

償還することができる。 

劣後債税制事由償還通知を行う場合の手続については、本社債におけ

る取扱に準じる。 

「劣後債税制事由」とは、日本の法令又はその運用若しくは解釈によ
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り、当社に課される法人税の計算において本劣後債の利息が法人税法

第 22 条第 3項に定める損金に算入されなくなる等、当社にとって著し

く不利益な税務上の取扱いがなされ、当社の合理的な努力によっても

これを回避できないことをいう。 

(D) 資本性変更事由による繰上償還 

劣後債資本性変更事由（下記に定義する。）が生じ、かつ継続している

場合、当社は、30 営業日以上 60 営業日以内の事前の通知（撤回不能

とする。）を行うことにより、その時点で残存する本劣後債の元本の全

部（一部は不可）を本劣後債の社債の金額 100 円につき金 100 円の割

合で、当社が当該償還のために設定する日（以下「劣後債資本性変更

事由償還日」という。）まで（当日を含む。）の未払経過利息及び劣後

債未払残高の支払いとともに、当該劣後債資本性変更事由償還日に償

還することができる。 

「劣後債資本性変更事由」とは、格付機関より、格付機関における本

新株予約権付社債発行後の資本性評価基準の変更に従い、本劣後債に

ついて、格付機関が認める本新株予約権付社債の発行時点において想

定されている資本性より低いものとして取り扱うことを決定した旨の

公表がなされ、又は、書面による通知が当社に対してなされた場合を

いう。 

(E) 本劣後債の買入消却は、本劣後債の払込期日の翌日以降いつでもこれ

を行うことができる。 

(F) 本劣後債の償還については、本（ロ）のほか、下記（リ）に定める借

換制限及び下記（ヘ）に定める劣後条項に従う。 

(ハ) 利息に関する制限 

本社債に係る利息に関する制限（第 10 項(2)乃至(4)）に準ずる。なお、取

得日現在の本社債に関する未払残高の支払いを含む取扱いについては、本

劣後債につき、取得日現在の本社債に関する未払い強制停止金額の総額が

本劣後債の当初の強制停止金額、当該本社債に関する未払いの強制停止金

額の経過利息の総額が本劣後債の当初の強制停止金額の経過利息の残高と

して、また、取得日現在の本社債に関する未払いの任意停止金額の総額が

本劣後債の当初の任意停止金額、当該各任意停止金額の経過利息の総額が

本劣後債の当初の任意停止金額の経過利息の残高としてそれぞれ付すこと

として、本劣後債の保有者に対して支払われるものとする。上記本劣後債

の当初の強制停止金額及び任意停止金額に付される利息は、上記(イ)の規

定にかかわらず、第 4 項に定める利率によるものとし、当該強制停止金額

及び任意停止金額並びにそれぞれの経過利息の支払制限及び義務（努力義
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務を含む。）の内容並びに関連する事由の発生時期については、本社債が存

続していれば当社が負っていたであろう支払制限及び義務の内容並びに発

生時期と同等となるよう適宜調整される。 

(ニ) 社債管理者の不設置 

本劣後債は会社法第 702 条但書の要件を満たすものであり、社債管理者は

設置されない。 

(ホ) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 

株式会社みずほコーポレート銀行 

(ヘ) 劣後条項 

本劣後債には、本社債の劣後条項（第 18 項）に準じた劣後条項が付される。 

(ト) 期限の利益の喪失に関する特約 

本劣後債の社債権者は、会社法第 739条に基づく決議を行う権利を有さず、

本劣後債に関する債務については、本劣後債の要項の規定に基づき期限が

到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではな

い。 

(チ) 財務上の特約 

本劣後債には、財務上の特約は付されない。 

(リ) 借換制限 

当社は、当社が本劣後債の償還又は買入れ日以前 12 か月間に、償還又は買

入れる本劣後債の金額の総額並びにその未払経過利息及び劣後債任意未払

残高（本社債に係る任意未払残高に準じる。）以上の額面金額総額又は払込

金額総額で劣後債借換証券（下記に定義する。）を発行等することにより資

金を調達していない限り、本劣後債につき、繰上償還又は買入れをしない

ことを意図している。 

「劣後債借換証券」とは、以下の(i)乃至(iv)の証券又は債務で、劣後債借

換証券である旨を当社が公表しているものをいう。なお、以下の(i)乃至

(iii)の場合については、当社の関連会社等以外の者に対して発行等される

ものに限り、また、以下の(ii)乃至(iv)の場合については、本社債の発行

日における本社債と同等以上の当社における資本性を有するものと格付機

関から承認を得たものに限る。 

(i) 当社普通株式 

(ii) その他株式 

(iii) 同順位劣後債務 
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(iv) 上記(i)乃至(iii)以外の当社のその他一切の証券及び債務 

(ヌ) 社債、株式等の振替に関する法律の適用 

本劣後債は、社債、株式等の振替に関する法律（平成 13 年法律第 75 号）

の規定の適用を受けるものとし、本劣後債が同法の規定の適用を受けるこ

とができない場合及び同法に従い本劣後債の社債権者が社債券の発行を請

求することができる場合を除き、本劣後債については、社債券を発行しな

い。なお、この場合の社債券の形式は、無記名式札付に限り、本劣後債の

社債権者は社債券を記名式とすることを請求することはできず、その分割

及び併合はしないこととし、社債券の発行に要する費用は当社の負担とす

る。 

(ル) 上位債権者に対する不利益変更の禁止及び相殺禁止 

本劣後債については、本社債における上位債権者に対する不利益変更の禁

止及び相殺禁止に係る条項（第 21 項及び第 22 項）に準じた特約が付され

る。 

(ヲ) 準拠法 

日本法 

(ワ) 新株予約権の取得と引換えに交付する社債の種類ごとの各社債の金額及び

社債総額の算定方法 

各社債の金額及び社債総額は、それぞれ取得する本新株予約権付社債の各

本社債の額面金額及びその総額と同額とする。 

(11) 現金及び普通株式を対価とする新株予約権の取得条項 

当社は、当社の株式が関連取引所に上場されていることを条件として、平成 26

年 5 月 1 日以降平成 26 年 7 月 22 日までの間のいずれかの日（以下「現金決済条

項取得日」という。）の 30 営業日以上 60 営業日以内の日に本社債権者に対し事

前の通知（撤回不能とする。以下「取得通知」といい、取得通知を行った日を「取

得通知日」という。）を行うことにより、現金決済条項取得日現在において残存

する本新株予約権付社債の全部又は一部を、交付財産（下記に定義する。）と引

換えに取得することができる。本(11)により取得する本新株予約権付社債は、各

本社債権者が現金決済条項取得日現在において保有し又は取得につき合意して

いる当社株式に係る議決権の数及び各本社債権者に交付される交付財産に含ま

れる当社普通株式に係る議決権の数の合計が、当社の議決権総数に対して占める

割合が 5％を超えることとならないものとして各本社債権者から取得することの

できる最大の数の本新株予約権付社債として、当社が合理的と判断する方法によ

り当社が合理的に定めるものとする。なお、当社が本(11)に従い合理的に定めた

本新株予約権付社債の取得及びこれに伴う各本社債権者に対する交付財産の交
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付の結果、本社債権者の保有する当社普通株式に係る議決権の数の合計が、当社

の議決権総数に対して占める割合が 5％を超えることとなった場合においても、

当社は当該本社債権者に対して何らの責を負わないものとする。当社は、本(11)

に従い、本新株予約権付社債を取得する場合には、現金決済条項取得日の 15 営

業日前までに、取得の対象となる本新株予約権付社債を本社債権者に対して通知

するものとする。また、当社は、本(11)により本新株予約権付社債を取得した際

に、当該本新株予約権の全部を消却するものとする。 

「交付財産」とは、各本新株予約権付社債につき、(i)本社債の額面金額、並び

に(ii)転換価値（下記に定義する。）から本社債の額面金額を差し引いた額（正

の数値である場合に限る。）を 1株当り平均ＶＷＡＰ（下記に定義する。）で除し

て得られる数の当社普通株式（但し、1 株未満の端数は切り捨て、現金による調

整は行わない。また、計算の結果単元未満株式が発生する場合には、会社法に定

める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。）

をいう。 

「1株当り平均ＶＷＡＰ」とは、当社が取得通知をした日の翌日から 10 連続取引

日（以下「関係ＶＷＡＰ期間」という。）に含まれる各取引日において関連取引

所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格の平均値をいう。 

本(11)において「取引日」とは、関連取引所が開設されている日をいい、当社普

通株式の普通取引の終値が発表されない日を含まない。当該 10 連続取引日中に

本項(1)ハ（ロ）記載の転換価額の調整事由が発生した場合には、1株当り平均Ｖ

ＷＡＰも適宜調整される。 

「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいう。 

 

 各本社債の額面金額 

最終日転換価額 
× 1株当り平均ＶＷＡＰ 

 

 

上記算式において「最終日転換価額」とは、関係ＶＷＡＰ期間の最終日の転換価

額をいう。 

(12) 本新株予約権の行使請求の方法 

イ 本新株予約権の行使請求受付事務は、第 29 項記載の行使請求受付場所にお

いてこれを取り扱う。 

ロ 行使請求しようとする本社債権者は、新株予約権行使により交付される振

替株式の記録を受けるための振替口座を株式会社証券保管振替機構（以下

「機構」という。）の定める株式等の振替に関する業務規程に規定される口
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座管理機関（以下「口座管理機関」という。）又は機構に開設しておかなけ

ればならない。また、所定の行使請求書に、行使請求しようとする本新株

予約権付社債の銘柄、行使請求額面等を記入し、行使請求しようとする本

新株予約権付社債に係る本社債券等を添えて本項（8）に定める行使請求期

間中に口座管理機関又は機構に対し、行使請求の取次ぎを請求しなければ

ならない。 

ハ 行使請求しようとする本社債権者は、当該本新株予約権の行使により単元

未満株式が発生する場合、本要項に定める単元未満株式の精算のため、新

株予約権の行使と同時に当該単元未満株式の買取請求権を行使するための

手続を行うものとする。 

ニ 行使請求の効力は、行使請求する旨の申し出が口座管理機関及び機構を通

じて第 29 項記載の行使請求受付場所に通知された日に発生する。 

ホ 当社は行使請求の効力発生後、当該行使請求により交付すべき株式につき、

当該本社債権者が指定する振替機関又は口座管理機関又は機構における振

替口座簿の保有欄へ振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付す

る。 

ヘ 本(12)に定めるほか、本新株予約権の行使請求については、機構の定める

業務規程その他の規則に従うものとする。 

18. 劣後条項 

当社は、劣後事由（下記に定義する。）の発生後速やかに、本社債権者に対して、

劣後事由が発生した事実を通知する。劣後事由の発生後の当社の清算、破産手続、

更生手続又は再生手続において、各本社債権者は、各本社債につき、次の(i)及

び(ii)を合計した金額の、本社債に基づく劣後請求権（下記に定義する。）を有

するものとし、当社はかかる金額を超えて各本社債権者に対する支払義務を負わ

ないものとする。 

(i) 劣後事由発生日において当該本社債権者が保有する未償還の本社債の額

面金額 

(ii) 同日における当該本社債に関する未払残高及び同日までの（当日を含む。）

本社債に関する未払経過利息（同日までに既に支払われた強制未払残高と

合わせて本社債の発行総額の 25％相当額を限度とする。） 

劣後請求権は、劣後支払条件（下記に定義する。）が発生した場合のみ、かつ、

劣後事由発生日において最優先株式が存在する場合には、各本社債の同順位劣後

債務残余財産分配額（下記に定義する。）の範囲内でのみ、支払い（配当を含む。）

の対象となるものとする。 

「劣後事由」とは、以下のいずれかの事由が生じた場合をいう。 
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(i) 当社に対して、清算手続（会社法に基づく通常清算手続又は特別清算手続

を含む。）が開始された場合 

(ii) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、破産法（平成 16 年法律

第 75 号）（以下「破産法」という。）の規定に基づく破産手続開始の決定

をした場合 

(iii) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、会社更生法（平成 14 年

法律第 154 号）（以下「会社更生法」という。）の規定に基づく更生手続開

始の決定をした場合 

(iv) 管轄権を有する日本の裁判所が、当社に対して、民事再生法（平成 11 年

法律第 225 号）（以下「民事再生法」という。）の規定に基づく再生手続開

始の決定をした場合 

「劣後請求権」とは、当社の清算、破産、会社更生又は民事再生手続において各

本社債権者が有する清算に係る債権、破産債権、更生債権又は再生債権であって、

本社債に基づくものをいう。 

「劣後支払条件」とは、以下に該当する場合をいう。 

(i) 当社の清算手続において、残余財産の株主への分配を開始する前に支払い

を受け又は弁済される権利を有する当社の債権者が保有する債権に係る

すべての上位債務が、会社法の規定に基づき、全額支払われた場合、又は

その他の方法で全額の満足を受けた場合。 

(ii) 当社の破産手続において、最後配当のために破産管財人により作成される

配当表に記載されたすべての上位債務が、破産法の規定に基づき、全額支

払われた場合、又はその他の方法で全額の満足（供託による場合を含む。）

を受けた場合。 

(iii) 当社の更生手続において、会社更生法に基づき最終的かつ確定的となった

更生計画に記載されたすべての上位債務（当該計画内で修正又は減額され

た場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場

合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合。 

(iv) 当社の再生手続において、民事再生法に基づき最終的かつ確定的となった

再生計画に記載されたすべての上位債務（当該計画内で修正又は減額され

た場合はこれに従う。）が、かかる計画の条件に従い、全額支払われた場

合、又はその他の方法で全額の満足を受けた場合。 

「同順位劣後債務残余財産分配額」とは、劣後事由発生日において最優先株式が

残存している場合に、すべての同順位劣後債務（本社債に関する当社の債務を含

む。）が、それぞれ最優先株式であったならば、当社の残余財産から支払がなさ

れたであろう金額と同額である、劣後請求権に関し支払われる額をいう。 
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「上位債務」とは、同順位劣後債務（本社債に関する当社の債務を含む。）に関

する当社の債務を除く、劣後債務を含むあらゆる当社の債務をいう。 

19. 特約 

(1) 期限の利益の喪失に関する特約 

本社債権者は、会社法第 739 条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関す

る債務については、本要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰

り上げられ又は期限が到来するものではない。 

(2) 当社が組織再編行為を行う場合の特約 

イ 当社による組織再編行為について提案がなされた場合、当社は、本要項に従

い、かかる提案について株主への通知と同時に（かかる株主への通知が必要

でない場合には、組織再編行為についての提案についての公表後速やかに）

本社債権者に対し通知する。その後可及的速やかに、本新株予約権付社債に

関する提案について同様に通知を行うものとする。かかる通知には予定され

る当該組織再編行為の効力発生日を明記するものとする。また、当社に組織

再編行為が生じた場合、本新株予約権付社債所持人に対して、同様に、その

旨及び予定される当該組織再編行為の効力発生日について通知する。 

当社が組織再編行為を行う場合、(i)その時点において（法律の公的又は司法

上の解釈又は適用について考慮した結果）法律上実行可能であり、(ii)その

実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ(iii)

その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出（課税を

含む。）を当社又は承継会社等に生じさせることがない限りにおいて、当社は、

承継会社等をして、本要項に従って、本新株予約権付社債上の義務を承継さ

せるための措置をとり、承継会社等の新株予約権の交付を実現させるよう最

善の努力を尽くすものとする。また、当社は、承継会社等の本新株予約権付

社債上の義務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等

の普通株式が当該組織再編行為の効力発生日又はその直後において日本国内

における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものと

する。 

ロ 上記イに定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交

付されるものとする。 

(i) 交付される承継会社等の新株予約権の数 

当該組織再編行為の効力発生日直前において残存する本新株予約権付

社債の所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 

(ii) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の種類 
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承継会社等の普通株式とする。 

(iii) 承継会社等の新株予約権の目的たる株式の数 

承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株

式の数は、当該組織再編行為の条件を勘案の上、本要項を参照して決

定するほか、以下に従う。なお、転換価額は第 17 項(1)ハ（ロ）と同

様な調整に服する。 

① 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編行為の効

力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当

該組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場

合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編行為にお

いて受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転

換価額を定める。当該組織再編行為に際して承継会社等の普通株

式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又

は財産の公正な市場価値（独立のフィナンシャル・アドバイザー

に諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するもの

とする。）を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等

しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。 

② その他の組織再編行為の場合には、当該組織再編行為の効力発生

日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織

再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本

新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の

経済的利益（独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問し、そ

の意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。）を受

領できるように、転換価額を定める。 

(iv) 承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びそ

の価額又はその算定方法 

承継会社等の新株予約権 1 個の行使に際しては、各本社債を出資する

ものとし、承継会社等の新株予約権 1 個の行使に際して出資される財

産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。なお、承継会社等の

新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、第 9項の規

定にかかわらず本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還の期限が

到来し、かつ消滅するものとする。 

(v) 承継会社等の新株予約権を行使することができる期間 

当該組織再編行為の効力発生日又は承継会社等の新株予約権を交付し

た日のいずれか遅い日から、第 17 項(8)に定める本新株予約権の行使
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期間の満了日までとする。 

(vi) 承継会社等の新株予約権の行使の条件 

第 17 項(9)に準じて決定する。 

(vii) 承継会社等の新株予約権の取得条項 

第 17 項(10)及び(11)に準じて決定する。 

(viii) 承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増

加する資本金及び資本準備金に関する事項 

承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増

加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第 1項に従い算出される資

本金等増加限度額の 2分の 1の金額とし、計算の結果 1円未満の端数

が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準

備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額

とする。 

(ix) 組織再編行為が生じた場合 

本項(2)に準じて決定する。 

(x) その他 

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社

等の普通株式の数につき、1 株未満の端数が生じた場合は、これを切

り捨て、現金による調整は行わない（承継会社等が単元株制度を採用

している場合において、承継会社等の新株予約権の行使により単元未

満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求

権が行使されたものとして現金により精算し、1 株未満の端数はこれ

を切り捨てる。）。また、当該組織再編行為の効力発生日時点における

本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは

別に譲渡することができないものとする。かかる本社債の譲渡に関す

る制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債

と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編行

為の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約

権及び本社債の代わりに交付できるものとする。 

20. 本新株予約権の行使により交付する株式に端数が生じた場合の処理 

第 17 項(1)ロ記載のとおり、本新株予約権の行使により当社が交付する当社普通

株式の数につき、1 株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、

本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単

元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1 株未満の

ご注意：この文書は、当社の第 1 回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）の発行に関して一般に

公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。この文書は米国における

証券の募集の販売ではなく、またこれを意図するものでもありません。また、米国においては、1933 年米国証券法に

基づく登録を行うか、又は登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。 

-46- 



 

端数はこれを切り捨てる。なお、かかる現金精算において生じた 1円未満の端数

はこれを切り捨てる。 

21. 上位債権者に対する不利益変更の禁止 

本要項の各条項は、いかなる意味においても上位債権者に対して不利益を及ぼす

内容に変更されてはならず、そのような変更の合意はいかなる意味においても、

またいかなる者に対しても効力を生じない。この場合に、上位債権者とは、当社

に対し、上位債務にかかる債権を有するすべての者をいう。 

22. 相殺禁止 

当社について破産手続開始の決定がなされ、かつ破産手続が継続している場合、

会社更生手続開始の決定がなされ、かつ会社更生手続が継続している場合、民事

再生手続開始の決定がなされた場合（但し、再生手続開始の決定がなされた後、

簡易再生の決定若しくは同意再生の決定が確定したとき、再生計画不認可の決定

が確定したとき、再生手続開始決定の取消若しくは再生手続の廃止により民事再

生手続が終了したとき、又は再生計画取消の決定が確定したときを除く。）には、

第 18 項に規定される劣後支払条件が成就されない限りは、本社債権者は、当社

に対して負う債務と本社債に基づく元利金の支払請求権を相殺してはならない。 

23. 新株予約権付社債券の喪失等 

(1) 本社債券を喪失した者が、その種類、記番号及び喪失の事由等を当社に届け出て、

かつ、公示催告の手続をし、その無効宣言があった後、除権決定の確定謄本を添

えて請求したときは、当社は、これに代り新株予約権付社債券を交付する。 

(2) 本社債の利札を喪失したときは、代り利札はこれを交付しない。但し、前号に準

じて公示催告をし、その無効が確定したときは、支払期日の到来したものに対し

てはその利息を支払う。 

(3) 本社債券を毀損又は汚染したときは、その本社債券を提出して代り新株予約権付

社債券の交付を請求することができる。但し、真偽の鑑別が困難なときは喪失の

例に準ずる。 

24. 代り新株予約権付社債券の交付の費用 

代り新株予約権付社債券を交付する場合は、当社は、これに要した実費（印紙税

を含む。）を徴収する。 

25. 欠缺利札の取扱 

(1) 償還又は行使請求のために提出される本社債券で、支払期日未到来の利札（支払

期日に行使請求が行われる場合は、その日に支払期日の到来する利札を含む。）

に欠缺したものがあるときは、次の通りこれを取り扱う。 

イ 償還の場合は、償還金額からその利札面金額に相当する金額を控除してその
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残額を支払う。 

ロ 行使請求の場合は、本社債権者がその利札面金額に相当する金額を第 29 項に

記載の行使請求受付場所に現金をもって払い込む。 

(2) 前号の利札の所持人は、第 28 項に定める元利金支払事務取扱場所にこれを提出

して、その利札と引換えに利札面金額に相当する金額の支払いを請求することが

できる。 

26. 社債要項の変更 

(1) 本要項に定められた事項（但し、第 12 項を除くものとする。）の変更（第 21 項

の規定に反しない限度とする。）は、法令に定めがあるときを除き、当社と全本

社債権者の合意又は第 16 項に定める社債権者集会の決議を要するものとし、社

債権者集会の決議による場合は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じ

ない。 

(2) 前号の合意又は社債権者集会の決議は、本要項と一体をなすものとする。 

27. 法令の改正等に伴う読み替えその他の措置 

会社法その他法令の改正等により本要項の規定中読み替えその他の措置が必要

となる場合には、当社は所要の措置を講じるものとする。 

28. 元利金支払事務取扱場所（元利金支払場所） 

株式会社みずほコーポレート銀行 本店 

29. 行使請求受付場所 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

30. 準拠法 

日本法 

31. その他 

(1) 上記の他、本新株予約権付社債発行に関して必要な事項は当社管理担当取締役

（代表取締役副社長）に一任する。 

(2) 本新株予約権付社債の発行については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生

を条件とする。 

 

以 上 
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